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（事実）

「秋田県社会福祉法人等指導監査実施要綱」６指導監査の実施内容（５）指導監

査の実施①においては、「指導監査の実施に当たっては、（中略）社会福祉法人等の

運営・管理・処遇の状況を具体的に調査し、指導監査調書(別記３)に記録する。」

と規定されている。また、指導監査調書(別記３)は、法人監査及び施設監査につい

てひな形が策定されており、法人監査については、以下のとおり、左側に厚生労働

省の「指導監査ガイドライン」に準拠した監査項目・チェックポイントごとに監査

の着眼点・確認事項等の指針が記載され、右側に実際の指導監査でのヒアリング

結果等をメモ書きするような形式となっている。つまり、県の「法人監査指導ガイ

ドライン」と具体的な調査結果の記録としての監査調書が一体となった様式に

なっている。

指導監査調書サンプル

【意見４】

実施した監査手続に関する記録及び保管について


